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お　

知　

ら　

せ

～
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
～　

2020
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
、
病

気
や
事
故
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家

族
の
働
き
手
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
働

い
て
い
る
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い

う
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る

ま
で
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

20
歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
国
民
年
金
加
入
を
お
知
ら
せ
す
る

通
知
が
届
き
ま
す
。
（
※
厚
生
年
金
に
加

入
し
て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。
）

　

20
歳
に
な
っ
て
か
ら
、
概
ね
２
週
間
以

内
に
「
国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら
せ
」「
国

民
年
金
保
険
料
納
付
書
」
「
国
民
年
金
の

加
入
と
保
険
料
の
ご
案
内
」
「
保
険
料
の

納
付
猶
予
制
度
と
学
生
納
付
特
例
制
度
の

申
請
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

「
年
金
手
帳
」
は
別
途
送
付
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
20
歳

に
な
る
方
へ
は
年
金
手
帳
に
代
わ
り
「
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
」
が
届
き
ま
す
。

　

「
国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら
せ
」
が
届

か
な
い
場
合
は
、
役
場
も
し
く
は
、
米
子

年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

◎
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人

が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
制
度
で
す
。

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
安
定

し
て
い
ま
す
し
、
年
金
の
給
付
は
生
涯
に

わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

◎
老
後
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
年
金
に
は
年
を
と
っ
た
時
の
老
齢

年
金
の
ほ
か
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
あ

り
ま
す
。
障
害
年
金
は
、
病
気
や
事
故
で

障
が
い
が
残
っ
た
時
に
受
け
取
れ
ま
す
。

ま
た
遺
族
年
金
は
加
入
者
が
死
亡
し
た
場

合
、
そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
遺
族(

「
子
の
あ
る
配
偶
者
」

や
「
子
」)

が
受
け
取
れ
ま
す
。

★
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　

学
生
の
方
で
ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教
育
法
に

規
定
す
る
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校

及
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
1
年
以
上
で

あ
る
課
程
）
、
一
部
の
海
外
の
大
学
の
日

本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

★
「
納
付
猶
予
制
度
」

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、
ご
本

人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

問　

米
子
年
金
事
務
所　

　
　

０
８
５
９
‐
34
‐
６
１
１
１

　
　

本
庁
住
民
課　
　
　
　
　

　
　

０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
０

　
　

大
山
支
所
総
合
窓
口
室　

　
　

０
８
５
９
‐
53
‐
３
３
１
１

　
　

中
山
支
所
総
合
窓
口
室　

　
　

０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
１

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険

料
は
月
額
１
６
，
６
１
０
円
（
令
和
３
年

度
）
で
、
納
付
期
限
は
翌
月
末
（
例
え
ば
、

４
月
分
は
５
月
末
ま
で
）
で
す
。
保
険
料

を
ま
と
め
て
前
払
い
（
前
納
）
す
る
と
保

険
料
が
割
引
さ
れ
ま
す
。
口
座
振
替
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
も
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
に
加
え
て
、
１
カ

月
あ
た
り
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付

加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
る
制
度
で
す
。
納

付
月
数
に
応
じ
て
受
け
取
る
年
金
額
の
年

額
が
「
２
０
０
円
×
納
付
月
数
分
」
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
を
納
め
る
た
め
に
は
、
申

し
込
み
が
必
要
で
、
申
し
込
み
を
し
た
月

分
か
ら
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

お
手
続
き
を
ご
希
望
の
方
は
、
役
場
窓

口
ま
た
は
米
子
年
金
事
務
所
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

　
　
　
　
　
　

「
納
付
猶
予
制
度
」

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

国
民
年
金
の
保
険
料

付
加
保
険
料
制
度

日本年金機構「20歳に
なられた方への特設案
内ページ」はこちらから

https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/20kanyu.html


